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研究の概要（200～300字で記入、図・グラフ等は使用しないこと。） 

当該研究の研究目的を含むこと。 

本研究は、AIを司法分野に導入する可能性を探究し、その透明性・信頼性の向上を目指すものである。AIの裁判補助や自律的な判決

の可能性を考察し、司法制度の効率化と公平性向上に寄与することを目的とした。本年度の研究では、特に AI による法的意思決定の

社会受容に着目した。そのために、哲学カフェでの議論分析と YouTube コメント分析を用い、社会の AI 裁判官に対する期待と懸念を

明らかにした。哲学カフェでは、AI 裁判官の公平性や一貫性が高く評価される一方、被告の心情理解の欠如や責任の所在の不明確さ

が懸念された。特に、参加者が自身を当事者と想定すると受容度が低下し、AI 裁判官の導入には社会的合意が不可欠であることが示

唆された。また、技術的課題として学習データのバイアスが、倫理的課題として裁判官としての責任と正当性の確保が指摘された。

YouTubeコメント分析では、裁判官に求められる公平性と共感性のバランスが求められることが明らかとなった。公平な判断が重視さ

れる一方で、被告への共感が視聴者の評価に大きく影響することが示された。SNS分析が一般市民の意識を捉える有効な手段であるこ

とも確認された。本研究は、AI裁判官の社会的受容度の検証と技術的・倫理的課題の特定に貢献した。 

キーワード（研究内容をよく表しているものを３項目以内で記入。） 

〔AI裁判官 〕 〔法と AI 〕 〔法的意思決定 〕 
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研究成果の概要（図・グラフ等は使用しないこと。） 

 以下の視点を含めて記載のこと。 

・当該研究は何をどこまで明らかにできたのか（できなかったのか）。 

・何をもって研究成果（経過）を達成できた（できなかった）と考えられるのか。 

自身が設定した研究目的・目標に照らして、その根拠がわかるよう記載のこと。 

 本研究は、意思決定科学、AIによって法的な意思決定プロセスの透明性と信頼性を向上させ、社会における公正さ、

平等さ、そして信頼性の向上に貢献することを目的とする。このことを通じて、法律家及び一般市民の法令及び判例

理解を補助し、司法制度の更なる民主化の実現に貢献することを目指すものである。また、AIを利用した裁判補助の

可能性を探求し、判決の一貫性及び正確性、司法制度の効率性向上へ貢献することを目指している。 

 

 司法分野における AI利用は、2000年代以降本格的に実務に利用され始めた。米国で早期保釈決定に利用される

COMPAS[1]、判例検索に利用できる ROSS Intelligence[2]、世界初のロボット弁護士と言われる DoNotPay[3]などは

実用化されている代表例である。このような AIの司法利用の期待は 2023年の GPT-4[4]の公開によって加速した。

GPT-4は初期の AGIの兆候を示唆するなど[4]、従来の予測モデルなどの便利ツールの域を大きく超える汎用的な能力

が期待される。司法分野においても GPT-4は米国の司法試験模試やロースクール試験において合格レベルのスコアを

記録し[5、6]、英国司法省では利用のためのガイダンスが作成された[7]。 

 

一方で、司法分野における AIの利用についてはブラックボックス性などの懸念も指摘されている[8]。このような

AIの技術上の問題に加え、AIを司法、とりわけ裁判官の補助、あるいは裁判官として利用する場合には AIが司法機

関や一般市民に受け入れられるかどうかが重要となる[9]。そして、AIの受容度を高めるためには、司法や裁判官が

社会においてどのような役割を期待されているのかを検討し、その期待に沿うように AIを適合させる必要がある。 

 

今年度の研究では、AIを司法分野で活用するため、司法・裁判官が社会においてどのような期待を受けているのか

を明らかにした。そのための手法として、哲学カフェの利用とソーシャルメディア上のコメント分析の手法を採用し

た。哲学カフェでは深度ある意見を把握するため議論を促し、そこから得られた意見を観察した。また、ソーシャル

メディア上のコメント分析では、裁判に関する YouTubeの動画に対して投稿されたコメントについて、機械学習手法

を活用して分析することで、大規模なデータを定量的に評価した。それぞれの成果について以下に述べる。 

 

１ 哲学カフェの議論分析 

本研究は、AIを司法分野に導入する可能性を哲学カフェを通じて検討し、特に AI裁判官の社会的受容度と技術

的・倫理的課題について議論することを目的とした。司法における AI活用がもたらす公平性や効率性向上の可能

性を明らかにするとともに、AIと人間裁判官の役割分担についての洞察を得ることを目指した。この研究で明ら

かになったことについては以下のとおり。 

⑴ 研究で明らかになったこと 

イ AI 裁判官の可能性  

哲学カフェの議論では、AI裁判官が提供する公平性や一貫性が高く評価された。特に、全ての裁判を統一

的な基準で裁くことで個人差を排除できる点や、感情に左右されない客観性への期待が示された。 

ロ 社会的受容の限界 

具体的事例を設定し、自らが当事者になった場合を想定した議論では、AI裁判官の受容度が低下した。特

に、被告の心情や背景を理解する能力や、責任の所在が不明確であることへの懸念が顕著に示された。具体

的事例を設定することで、哲学カフェ参加者の AI裁判官に対する受容度がそうでない場合と比較して低下

することは、一般市民の意識調査における深度ある議論の必要性を示唆している。 

ハ 課題の特定 

技術面では、学習データのバイアスが指摘された。また、社会的課題としては AIが裁判官としての責任

をどのように果たすべきか、倫理的な正当性をどう確保するかが重要であることが示された。 

⑵ 研究目的との比較と成果の評価 

本研究は、当初の目的である「AI裁判官の社会的受容度の検証」と「技術的・倫理的課題の特定」に大きく

貢献した。一方で、AI裁判官の具体的な導入条件や、社会的合意形成の方法論については、今後さらなる研究

が必要である。 
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研究成果の概要（ つ づ き ）  

２ YouTube コメント分析 

本研究は、哲学カフェでは得られない広範な意見の収集と分析を目的とした。YouTube 動画へ投稿

されたコメントを通じて裁判官に対する社会的期待を分析し、特に AI 裁判官の社会受容に役立つ洞察

を得ることを目的とした。具体的には、YouTube 上の裁判シーンを描いた動画のコメントをトピック

モデリング手法である Latent Dirichlet Allocation（LDA）を用いて分析し、裁判官に求められる公

平性や共感性といった人間的な要素を明らかにした。これにより、AI が司法分野において果たし得る

役割を検討するための基盤を構築した。 

⑴ 研究で明らかになったこと 

イ 公平性と人間性の期待 

・コメント分析の結果、公平性と共感・人間性が裁判官に求められる重要な要素であることが示唆された。

特に、裁判官が被告人に対して示す共感や思いやりが、視聴者に感動を与えた一方で、個人的関係が公

平性を損なう可能性が指摘された。 

・公平性と共感は本質的に矛盾しないものの、それぞれが異なる状況で強調される傾向が見られた。 

ロ SNS分析の有効性 

ソーシャルメディアコメントの分析は、一般市民の意見を直接観察する手段として有効であり、裁判官

への期待を把握するための手段として役立つことが示唆された。 

３ 研究目的との比較と成果の評価 

本研究は、「AI 裁判官の社会受容に役立つ要素を広範な意見の収集と分析によって明らかにする」という目

的に対して大きな成果を挙げた。具体的には、YouTubeという巨大ソーシャルメディアから情報を収集し、AIの

社会受容検討に向けて公平性と共感性という二つの重要な要素を特定した。一方で、今年度の研究では分析対象

が一つの動画に限定されていたため、他文化圏や多様な裁判状況における一般市民の期待分析するためには、更

なる情報の収集と分析が必要となる。 
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・ Mapping the ideal judge: Public expectations of judges Analyzed via LDA on social 

media for AI design 

Nineth International Conference on Robot Ethics and Standards 2024 年 7 月 29 日  

 

・裁判官への期待： LDA を用いた  YouTube コメント分析手法の提案  

法と心理学会第 25 回大会  2024 年 10 月 27 日  

 

・ AI 裁判官の社会的受容に向けた責任の追求と処罰の意義  

電子情報通信学会  合意と共創研究会 2025 年 1 月 15 日  

 

 

 


